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入札公告 

 

令和 8年 2月 9日 

      公益社団法人 国民健康保険中央会 

保健福祉部 障害者総合支援課 

 

 

１．入札に付する業務 

障害者総合支援法等審査事務研究会の運営等支援業務 

 

２．業務内容 

調達仕様書による。 

なお、調達仕様書及び入札説明書等は、入札申込者に対して電子メールにて交付する。 

 

３．契約期間等 

令和 8年 4月 1日～令和 10 年 3月 31 日まで複数年契約を行う。 

 

４．参加資格要件 

（１）令和 7年・令和 8年・令和 9年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）を有する者、

又は当該競争参加資格を有しない者で、今後競争参加資格審査を受ける予定であること

を証明できること。 

（２）上記参加資格において、「役務の提供等」のＡ、Ｂ等級に格付けされ、「営業品目」として

うち「調査・研究」「情報処理」「ソフトウェア開発」が登録されていること。 

（３）本業務の委託契約に支障がない体制が整えられること。 

（４）社会保障分野における情報システム分析・評価、業務分析、システム計画の立案、情報化

投資及びその標準化に関するコンサルティングの業務を行った実績（受託者として実施

したもの及び現在契約中のものを含む。）を有すること。 

（５）介護保険制度及び障害者総合支援制度に係る調査・研究関連実績（調査、研究、業務支援

等）を有すること。 

（６）経営不振の状態（会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てをしたとき、民事再生法  

に基づき民事再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき

等。）にある企業でないこと。 

（７）過去１年間に脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたことがないこと。 

（８）過去１年間に重加算税を課され、又は徴収されていないこと。（ただし、当該課税又は徴  

収が、元社員等の個人の不正行為を原因とする等、会社が組織的に所得の仮装隠蔽等を

行ったと認められない場合を除く。） 

（９）次の事項に該当する者は競争に参加する資格を有さない。 

① 契約を締結する能力を有しない者並びに破産者でない復権を得ない者 
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② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後２年を経過していない者及

びこれらの者を代理人とし、支配人、その他の使用人として使用する者 

（ア）契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由なく契約を履行しなかった者、経営不振の状態（会社更生法に基づき更

生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法に基づき民事再生手続開始の申立てを

したとき及び手形、又は小切手が不渡りになったとき等。ただし、国保中央会とし

て経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。）にある企業でないこと、若しく

は含まれていないこと。 

（10）最近１年間の法人税、消費税及び法人事業税を滞納している企業でないこと。 

 

５．入札申込 

入札への参加を希望する者は、令和 8 年 2 月 24 日(火)正午までに、次の方法により申し込

むこと。 

・電子メールにより申し込むこと。 

・電子メールの件名には、「入札申込（障害者総合支援課研究会運営等支援調達）」と記載

すること。 

・電子メールには、必要事項を記入した「障害者総合支援法等審査事務研究会の運営等支

援業務の調達に係る一般競争入札参加希望申込書」の電子ファイル、「資格審査結果通

知書（全省庁統一資格）」のＰＤＦファイルを添付すること。 

・電子メールの送付先は以下のとおり。 

公益社団法人国民健康保険中央会 保健福祉部 

 障害者総合支援課 担当：吉田、髙橋 

アドレス：nyuusatsu2_kaigo@kokuho.or.jp 

 

６．入札（提案書等提出）日時等 

（１）日時 

    令和 8年 2月 27 日（金）正午(必着) 

（２）入札の際の持参物 

① 提案書及び見積書その他入札説明書において提出を要することとされている書類 

② 名刺 

③ 委任状（代表者が来会しない場合） 
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７．その他 

・本会令和 8 年度予算が成立（令和 8 年 3 月予定）しなかった場合、令和 8 年度の本案件の

入札は無効とする。令和 9 年度についても同様とする。また、本契約の実施に必要な予算

の廃止又は減額があった場合は、本契約を解除又は変更できることとする。なお、研究会

での検討の結果、委託業務の規模が著しく変更された場合、契約金額について本会及び落

札者で協議の上、見直すことができることとする。 

・入札までの流れについては、次頁を参照すること。 

 


